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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
林
羅
山
（
一
五
八
三
～
一
六
五
七
）
の
旧
教
批
判
を
通
時
的
に

検
討
し
て
、
そ
の
一
貫
性
を
論
じ
る
と
共
に
、
そ
の
特
徴
を
解
明
す
る
。
右
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
ま
ず
林
羅
山
の
排
耶
論
に
関
す
る
資
料
を
列
挙
し

て
、
そ
の
成
立
年
代
が
均
一
に
分
布
せ
る
を
確
認
す
る
。
つ
ぎ
に
林
羅
山
が
、

必
ず
し
も
直
接
的
に
表
明
こ
そ
せ
ぬ
も
の
の
、
旧
教
の
存
在
を
念
頭
に
置
く
も

の
と
目
さ
れ
る
言
説
を
検
討
す
る
。
そ
の
後
、
旧
教
を
直
接
的
に
批
判
す
る
資

料
を
通
時
的
に
検
討
し
て
、
そ
の
内
容
が
必
ず
し
も
社
会
秩
序
の
維
持
を
主
眼

と
す
る
外
面
的
な
批
判
に
と
ど
ま
ら
ず
、
理
論
的
な
側
面
に
わ
た
る
こ
と
を
論

じ
る
。
こ
の
間
、『
羅
山
林
先
生
文
集
』
の
み
な
ら
ず

（
１
）

、写
本
資
料
を
も
用
い
る
。

 

か
つ
て
堀
勇
雄
は
、
林
羅
山
の
排
耶
論
に
つ
い
て
、
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）

の
禁
教
を
境
に
質
的
な
変
化
が
起
き
た
と
論
じ
た

（
２
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
拙
論
で

は
高
瀬
弘
一
郎
の
業
績
を
踏
ま
え

（
３
）

、
林
羅
山
の
手
に
な
る
外
交
文
書
の
一
例
と

し
て
排
耶
論
を
も
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
が
一
貫
し
て
外
国
か
ら
の
侵
略
へ
の

深
刻
な
危
機
感
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
徳
川
幕
府
の
外
交
政
策
と
連
動
せ
る
由

を
論
じ
た

（
４
）

。
他
方
、
林
羅
山
の
眼
前
に
は
仏
教
と
い
う
難
敵
が
お
り
、
こ
れ
を

如
何
に
破
る
か
も
、
林
羅
山
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
日
本
思
想
史
分
野
に
先
行
研
究
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
議
論
は
朱
子

学
に
対
す
る
固
定
的
理
解
を
前
提
と
し

（
５
）

、
且
つ
現
存
す
る
林
羅
山
関
係
資
料
を

有
効
に
活
用
で
き
て
い
な
い

（
６
）

。

　

従
来
、
林
羅
山
の
み
な
ら
ず
日
本
の
知
識
人
た
ち
の
旧
教
へ
の
態
度
は
、
優

れ
た
西
洋
文
明
へ
の
無
理
解
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
得
ら
れ
た
も
の
は
僅
か

に
、
当
時
の
日
本
人
が
如
何
に
愚
か
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
空
虚
で
貧
し
い
歴

史
認
識
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
な
れ
ば
、
あ
と
は
日
本
の
学
術
史
か
ら
西
洋
の

哲
学
や
宗
教
と
親
和
的
な
要
素
を
持
つ
も
の
と
解
し
得
る
要
素
を
の
み
評
価

し
（
７
）

、
西
洋
文
明
の
優
越
性
を
再
確
認
す
る
ま
で
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
後
も
、

哲
学
や
歴
史
あ
る
い
は
文
学
に
関
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
は
已
ま
ず
、
世

界
哲
学
史
の
名
の
も
と
に
そ
の
暴
力
性
を
剥
き
出
し
に
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
右
の
動
向
を
踏
ま
え
、
林
羅
山
が
書
物
を
通
し
て
観
察
し
て
い

た
一
六
世
紀
明
朝
就
中
そ
の
万
暦
年
間
（
一
五
七
三
～
一
六
一
九
）
に
お
け
る
、

『
天
主
実
義
』
ま
で
も
含
む
学
問
を
視
野
に
入
れ
た
論
述
を
心
掛
け
た
い
。
こ

れ
に
よ
り
、
林
羅
山
が
既
知
の
枠
組
み
を
媒
介
に
未
知
の
枠
組
み
を
把
握
し
て
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い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

第
一
節　

伝
存
資
料
の
分
布
状
況

　

本
節
で
は
、
林
羅
山
に
よ
る
排
耶
論
を
通
時
的
に
概
観
す
る
。
『
羅
山
文
集
』

か
ら
、
旧
教
へ
の
批
判
を
明
言
し
て
い
る
資
料
を
抽
出
し
た
。

慶
長
一
五
年
（
一
六
一
〇
）
「
長
崎
逸
事
」
（
『
羅
山
文
集
』
巻
第
二
二
）

慶
長
年
中
（
一
五
九
六
～
一
六
一
四
）「
排
耶
穌
」（
『
羅
山
文
集
』
巻
第
五
六
）

元
和
年
中
（
一
六
一
五
～
一
六
二
三
）
「
示
石
川
丈
山
」
（
『
羅
山
文
集
』

巻
第
六
）

寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）「
答
大
明
福
建
都
督
」（
『
羅
山
文
集
』
巻
第
一
二
）

寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
五
月
「
肥
前
国
長
崎
港
禁
令
」（
『
羅
山
文
集
』

巻
第
五
八
）

寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
八
月
「
禁
耶
穌
狀
諭
大
明
商
舩
」
（
『
羅
山
文

集
』
巻
第
五
八
）

同
年
「
誅
耶
穌
邪
徒
阿
媽
港
」
（
『
羅
山
文
集
』
巻
第
五
八
）

寛
永
一
八
年
（
一
六
四
一
）「
諭
大
明
商
舩
三
章
」（
『
羅
山
文
集
』
巻
第
五
八
）

正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
二
月
「
呈
朝
鮮
國
禮
曹
」（
『
羅
山
文
集
』
巻
第
一
三
）

慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
九
月
下
旬
「
示
石
川
丈
山
」（
『
羅
山
文
集
』
巻
第
七
）

承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
三
月
下
旬
「
示
石
川
丈
山
」（
『
羅
山
文
集
』
巻
第
七
）

同
年
一
一
月
一
二
日
「
示
石
川
丈
山
」
（
『
羅
山
文
集
』
巻
第
七
）

正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
以
降
「
過
明
論
」
（
『
羅
山
文
集
』
巻
第
二
四
）

　

若
干
の
ム
ラ
が
あ
る
も
の
の
、
林
羅
山
の
生
涯
を
通
じ
て
、
伝
存
資
料
が
概

ね
均
一
に
分
布
せ
る
を
知
る
。
林
羅
山
の
排
耶
論
は
、
『
日
本
思
想
大
系
』
に

収
録
さ
れ

（
８
）

、
日
本
思
想
史
の
研
究
者
が
頼
り
が
ち
な
「
排
耶
穌
」
以
外
に
も
、『
羅

山
文
集
』
の
各
所
に
確
認
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
林
羅
山
に
と
り
、
旧
教
の
存
在
は
常
に
意
識
さ
れ
て
い
た
に

相
違
な
く
、
旧
教
に
言
及
せ
ぬ
場
面
で
も
、
林
羅
山
は
そ
の
教
説
を
見
据
え
て
、

自
身
の
見
解
を
述
べ
て
い
た
と
捉
え
て
よ
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
林
羅
山
に
よ

る
排
耶
論
は
、
写
本
資
料
ま
で
含
め
て
膨
大
な
量
に
の
ぼ
ろ
う
。

　
　
　
　

第
二
節　

天
と
天
主

　

例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
も
、
旧
教
批
判
の
文
脈
で
捉
え
得
る
。

詩
ハ
、
大
雅
文
王
ノ
篇
ナ
リ
。
殷
ホ
ロ
ビ
テ
後
、
周
公
此
ノ
詩
ヲ
ツ
ク
リ

テ
、
成
王
ヲ
ヲ
シ
ヘ
イ
マ
シ
メ
タ
リ
。
配
上
帝
ト
ハ
、
天
子
ト
ナ
リ
テ
、

上
帝
ニ
對
ス
ル
ナ
リ
。
形
ヲ
以
テ
ハ
、
天
ト
云
、
主
宰
ヲ
以
テ
ハ
、
帝
ト

云
。
天
ヨ
リ
外
ニ
、
別
ニ
大
ナ
ル
モ
ノ
ナ
シ
。
故
ニ
天
ノ
字
ハ
、
一
大
ナ
リ
。

天
下
ノ
君
モ
、
タ
ヽ
一
人
ナ
リ
。
天
ト
ム
カ
ヒ
ナ
ラ
フ
義
ヲ
以
テ
、
配
上

帝
ト
云
ナ
リ
。
（
『
大
學
諺
解
』
伝
一
〇
章

（
９
）

）

　

『
大
學
諺
解
』
か
ら
の
引
用
で
あ
り

）
（1
（

、
『
大
学
』
伝
一
〇
章
お
よ
び
、
朱
熹

（
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）
『
大
学
章
句
』
の
対
応
箇
所
を
踏
ま
え
た
文
言
で
あ

る
。

　

「
詩
ハ
」
以
下
は
『
大
学
章
句
』
の
圏
外
に
お
け
る
、
『
詩
経
』
大
雅
は
文
王

篇
か
ら
の
引
用
で
あ
る
、
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
。
『
大
學
諺
解
』
が
『
詩
経
』

か
ら
の
引
用
に
言
及
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
詩
の
い
わ
れ
を
説
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明
す
る
の
は
、
『
四
書
蒙
引
』
を
踏
襲
し
て
い
よ
う

）
（（
（

。

　

「
配
上
帝
」
以
下
は
『
大
学
章
句
』
に
拠
る
。
紂
王
よ
り
以
前
の
王
が
民
心

を
失
わ
ず
に
い
た
頃
は
、
彼
ら
は
天
子
と
し
て
「
天
」
＝
「
上
帝
」
に
相
対
し
、

こ
れ
に
な
ら
う
存
在
で
あ
っ
た
、
と
の
意
で
あ
る
。

　

「
形
ヲ
以
テ
ハ
」
以
降
は
、
『
六
書
統
』
に
拠
る

）
（1
（

。
「
帝
」
と
い
う
文
字
を
説

明
す
る
に
あ
た
り
、
形
態
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
「
天
」
で
あ
り
、
主
宰
性
と

い
う
点
か
ら
す
れ
ば
「
帝
」
で
あ
る
、
と
の
意
で
あ
る
。
『
六
書
統
』
に
つ
い

て
は
、
内
閣
文
庫
に
は
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
の
明
版
が
伝
わ
る
も
の
の
、
国
内
全

体
と
し
て
は
さ
ほ
ど
伝
本
豊
富
と
は
い
い
が
た
い
。
斯
く
の
如
く
、『
康
煕
字
典
』

以
前
の
、
現
在
で
は
あ
ま
り
参
照
さ
れ
な
い
字
書
を
、
林
羅
山
は
し
ば
し
ば
活

用
す
る
。

　

よ
っ
て
、
続
く
「
天
ヨ
リ
外
ニ
」
以
下
も
、
『
六
書
統
』
の
記
述

）
（1
（

を
下
敷
き

に
し
た
か
の
如
く
見
え
る
が
、
実
情
は
異
な
る
。
林
羅
山
の
言
い
分
は
以
下
の

通
り
。
「
天
」
以
外
に
、
ま
た
別
に
大
な
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ

か
ら
、
「
天
」
字
は
「
一
」+

「
大
」
と
記
す
の
で
あ
る
。
天
下
を
統
べ
る
君
主

も
、
「
天
」
の
如
く
一
人
で
あ
り
、
「
天
」
＝
「
上
帝
」
と
照
応
す
る
と
い
う
意

味
で
「
配
上
帝
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

斯
か
る
言
説
は
大
幅
に
『
六
書
統
』
の
記
述
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
な
ん
と

な
れ
ば
、
『
六
書
統
』
は
帝
の
主
宰
性
の
根
拠
を
「
大
」
と
い
う
観
点
か
ら
説

く
に
過
ぎ
ず
、
「
天
」
以
外
の
何
も
の
か
の
存
在
を
否
定
す
る
含
み
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
林
羅
山
の
主
張
が
中
国
か
ら
舶
載
さ
れ
た
書
籍
の
引
用
と
解
説
の

枠
を
超
え
る
た
め
に
、
論
拠
と
な
る
『
六
書
統
』
の
記
述
と
相
違
が
生
じ
た
わ

け
で
あ
る
。
つ
ま
り
林
羅
山
は
、
書
籍
か
ら
得
た
知
識
の
紹
介
や
整
理
に
と
ど

ま
ら
ず
、
同
時
代
的
関
心
の
も
と
に
自
身
の
見
解
を
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
そ
の
同
時
代
的
関
心
と
は
何
か
。

　

そ
れ
は
、
「
天
主
」
の
否
定
で
は
あ
る
ま
い
か
。
林
羅
山
が
『
天
主
実
義
』

を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
堀
勇
雄
以
下
の
先
行

研
究
の
如
く

）
（1
（

、
刊
行
の
翌
年
に
は
入
手
し
て
い
た
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
よ

う
に
思
う
。
一
七
世
紀
と
い
う
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
萌
芽
期
に
お
け
る
ヒ
ト
・
モ

ノ
・
カ
ネ
・
情
報
の
移
動
の
活
発
化
を
も
っ
て
し
て
も
、
旧
教
の
情
報
輸
送
網

を
考
慮
に
い
れ
て
も
、
北
京
で
の
刊
行
後
一
年
で
日
本
人
の
手
に
届
く
と
は
考

え
難
い
。
時
間
差
と
し
て
、
一
〇
年
は
切
る
に
し
て
も
、
五
年
を
切
る
例
は
寡

聞
に
し
て
知
ら
ぬ

）
（1
（

。
斯
か
る
考
証
に
は
、
『
羅
山
文
集
』
の
附
録
「
羅
山
年
譜
」

慶
長
九
年
条
所
載
の
「
既
見
書
目
」
が
利
用
さ
れ
る
。
当
該
資
料
は
、
林
羅
山

が
師
の
藤
原
惺
窩
（
一
五
六
一
～
一
六
一
九
）
に
提
出
し
た
、
書
籍
目
録
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
慶
長
九
年
以
前
に
林
羅
山
が
目
に
し
た
書
物
の
題
名
が
分

か
る
も
の
の
、
特
定
の
書
物
の
刊
印
修
を
同
定
す
る
に
は
個
別
の
検
討
を
要
し
、

且
つ
斯
か
る
書
誌
学
的
研
究
は
等
閑
視
さ
れ
、
試
み
て
も
資
料
上
の
制
約
で
成

果
は
見
込
み
難
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
林
羅
山
が
『
天
主
実
義
』
を
読
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
な
い

に
せ
よ
、
そ
の
上
限
を
慶
長
一
一
年
（
一
六
一
一
）
六
月
一
五
日
の
、「
排
耶
穌
」

成
立
の
元
と
な
る
ハ
ビ
ア
ン
（
一
五
六
五
～
一
六
二
一
）
と
の
会
見
と
見
る
こ

と
は
出
来
ぬ
。
こ
の
時
も
、
未
だ
林
羅
山
は
『
天
主
実
義
』
を
読
ん
で
お
ら
ず
、

そ
の
後
「
排
耶
穌
」
を
ま
と
め
る
頃
に
よ
う
や
く
落
ち
着
い
て
『
天
主
実
義
』

を
読
み
、
本
格
的
な
旧
教
の
教
義
研
究
を
始
め
た
と
推
定
す
る
の
が
穏
当
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
「
排
耶
穌
」
の
記
述
は

）
（1
（

、
『
天
主
実
義
』
の
内
容
を
踏
ま
え

た
も
の
と
な
っ
て
い
る

）
（1
（

。
「
排
耶
穌
」
の
成
立
は
慶
長
年
中
と
さ
れ
、
一
〇
年

の
猶
予
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
林
羅
山
の
『
天
主
実
義
』
受
容
と
「
排

耶
穌
」
の
成
立
を
慶
長
年
間
後
半
と
見
な
す
。

林羅山の排耶論再考
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で
は
、
「
排
耶
穌
」
の
内
容
は
如
何
。
「
排
耶
穌
」
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
検

討
を
加
え
た
た
め
詳
説
を
避
け

）
（1
（

、
イ
エ
ズ
ス
会
士
ら
が
如
何
に
彼
ら
の
宇
宙
論

の
優
越
を
説
い
て
も
、
林
羅
山
は
一
切
の
共
感
を
示
さ
ず
に
退
け
た
由
、
指
摘

す
る
に
と
ど
め
る

）
（1
（

。
む
し
ろ
、
林
羅
山
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
ら
の
議
論
を
中
国
思

想
の
文
脈
で
把
握
し
て
、
剽
窃
物
に
過
ぎ
ぬ
と
頭
か
ら
決
め
つ
け
、
嘲
り
さ
え

し
た

）
11
（

。

　

と
こ
ろ
が
『
天
主
実
義
』
首
篇
で
は
、
天
地
が
秩
序
正
し
く
運
行
す
る
こ
と

を
も
っ
て
「
天
主
」
が
存
在
す
る
証
拠
と
す
る

）
1（
（

。
一
方
、
如
何
に
遅
く
と
も
「
排

耶
穌
」
を
記
す
頃
に
は
、
林
羅
山
も
『
天
主
実
義
』
経
由
で
旧
教
流
の
「
天
」

と
「
天
主
」
の
理
解
を
知
悉
し
て
い
た
に
違
い
な
く
、
そ
の
宇
宙
論
が
現
在
で

言
う
と
こ
ろ
の
自
然
科
学
的
な
問
題
で
は
な
く
、
宗
教
論
争
的
性
質
を
孕
む
由
、

見
透
か
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
旧
教
流
の
「
天
」
と
「
天
主
」
の
理
解
は
如
何
。

中
士
曰
、
世
人
好
古
、
惟
愛
古
器
古
文
。
豈
如
先
生
之
據
古
理
也
。
善
教

引
人
復
古
道
焉
。
然
猶
有
未
諳
者
。
古
書
多
以
天
為
尊
。
是
以
朱
註
解
帝

為
天
、
解
天
惟
理
也
。
程
子
更
加
詳
曰
、
以
形
體
謂
天
、
以
主
宰
謂
帝
、

以
性
情
謂
乾
。
故
云
、
奉
敬
天
地
。
不
識
如
何
。
西
士
曰
、
更
思
之
。
如

以
天
解
上
帝
、
得
之
矣
。
天
者
一
大
耳
。
理
之
不
可
為
物
主
宰
也
、
昨
已

悉
矣
。
上
帝
之
稱
甚
明
、
不
容
解
。
况
妄
解
之
哉
。
蒼
蒼
有
形
之
天
、
有

九
重
之
析
分
、
烏
得
為
一
尊
也
。
上
帝
索
之
無
形
。
又
何
以
形
之
謂
乎
。

（
中
略
）
世
有
智
愚
差
等
各
別
。
中
國
雖
大
邦
、
諒
有
智
、
亦
不
免
有
愚
焉
。

以
目
可
視
、
為
有
、
以
目
不
能
視
、
為
無
。
故
但
知
事
有
色
之
天
地
、
不

又
知
有
天
地
之
主
也
。

　

当
該
箇
所
は
、
『
天
主
実
義
』
第
二
篇
の
後
半
部
分
に
当
た
り
、
引
用
部
分

の
直
前
に
は
『
春
秋
』
以
外
の
五
経
か
ら
「
上
帝
」
の
用
例
を
引
い
て
、
一
種

の
考
証
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
第
二
篇
に
お
い
て
、
利
瑪
竇
（
一
五
五
二
～

一
六
一
〇
）
は
「
太
極
」
や
「
理
」
と
い
っ
た
概
念
を
退
け
つ
つ
、「
天
主
」
と
「
上

帝
」
を
接
続
す
る
こ
と
で
、
旧
教
の
教
義
と
儒
教
経
典
を
一
致
さ
せ
る
可
能
性

を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
同
時
代
の
中
国
を
否
定
し
な
が
ら
中

国
の
古
典
の
偉
大
さ
を
強
調
し
、
旧
教
と
の
一
致
を
主
張
す
る
。

　

利
瑪
竇
は
、「
天
」
な
ど
空
間
的
ひ
ろ
が
り
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
統
べ
る
「
天

主
」
が
い
な
け
れ
ば
お
か
し
い
、
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、
「
天
」
字
の
多
義

性
を
問
題
と
し
て
お
り
、
「
上
帝
」
＝
「
天
主
」
と
の
理
解
を
掲
げ
る
こ
と
で
、

後
に
所
謂
典
礼
問
題
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
旧
教
の
「
天
主
」
と
中
国
思
想
の
「
上
帝
」
を
結
び
付
け
よ
う

と
す
る
態
度
の
是
非
は
措
き
、
先
程
確
認
し
た
林
羅
山
の
主
張
と
の
相
違
を
確

認
さ
れ
た
い
。
つ
ま
り
、「
天
」を
単
な
る
空
間
的
ひ
ろ
が
り
と
捉
え
た
上
で
「
上

帝
」
＝
「
天
主
」
と
す
る
利
瑪
竇
と
、
「
上
帝
」
＝
「
天
」
と
し
た
上
で
「
天
」

以
外
の
大
な
る
者
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
う
林
羅
山
と
の
相
違
で
あ

る
。

　

そ
も
そ
も
、
利
瑪
竇
が
「
天
」
で
な
く
「
天
主
」
と
言
う
の
は
、
単
な
る
広

が
り
と
し
て
の
「
天
」
を
彼
の
信
じ
た
神
に
比
定
す
る
こ
と
が
厭
わ
し
か
っ
た

た
め
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
古
典
の
「
天
」
が
、
あ
た
か
も
人
間
の
如
き
主
体

性
を
備
え
た
神
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
場
合
も
、
天
地
自
然
の
背
後

に
流
れ
る
理
法
の
如
く
読
み
取
れ
る
場
合
も
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
利
瑪
竇
は
、

こ
の
「
天
」
で
は
な
く
、
仏
典
に
多
く
の
用
例
を
の
こ
す
「
天
主
」
の
二
字
を

採
用
す
る
こ
と
で
、
前
者
の
人
格
神
と
し
て
の
性
質
を
汲
み
上
げ
、
「
後
者
」

の
「
理
」
と
し
て
の
性
質
を
捨
象
し
、
概
念
と
し
て
よ
り
純
粋
な
「
天
主
」
を

日本儒教学会報 五
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揚
言
す
る
こ
と
で
、
東
西
思
想
の
結
節
点
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
操
作
を

行
う
上
で
、
「
理
」
や
「
太
極
」
と
い
っ
た
概
念
は
邪
魔
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ

そ
程
頥
（
一
〇
三
三
～
一
一
〇
七
）
や
朱
熹
の
議
論
を
退
け
よ
う
と
す
る
の
で

あ
っ
て
、
程
朱
の
不
備
は
口
実
に
過
ぎ
な
い
。

　

と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
「
上
帝
」
＝
「
天
主
」
と
し
て
主

宰
性
を
前
面
に
押
し
出
す
利
瑪
竇
が
批
判
し
た
程
頥
も
朱
熹
も
、
別
段
「
天
」

の
主
宰
性
を
否
定
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
『
中
庸
』
の
冒

頭
に
見
え
る
「
天
の
命
ず
る
、
之
れ
を
性
と
謂
ふ
」
と
い
う
文
言
か
ら
し
て
、

朱
熹
に
よ
っ
て
「
命
、
猶
ほ
令
の
ご
と
し
」
と
い
う
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
で
は
ま
る
で
「
天
」
が
命
令
を
下
す
主
体
で
あ
る
か
の
よ
う
で
は
な
い
か
。

朱
熹
の
後
も
、「
天
」
字
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
解
が
あ
り
、
朱
熹
の
高
弟
で
あ
っ

た
陳
淳
（
一
一
五
三
～
一
二
一
七
）
『
性
理
字
義
』
な
ど
は
「
天
」
の
主
宰
性

を
強
調
せ
ぬ
た
め

）
11
（

、
林
羅
山
は
『
性
理
字
義
諺
解
』
に
お
い
て

）
11
（

、
陳
淳
が
言
及

せ
ぬ
事
項
を
長
々
と
説
明
す
る
。
そ
の
た
め
、
却
っ
て
陳
淳
の
言
に
即
し
た
説

明
が
余
説
の
如
き
様
相
を
呈
す

）
11
（

。
ま
た
、
明
代
に
『
四
書
大
全
』
と
並
ん
で
流

布
し
た
『
四
書
蒙
引
』
に
は
『
書
経
』
に
見
え
る
「
上
帝
」
と
接
続
し
て
「
天
」

の
主
宰
性
を
匂
わ
せ
る
記
述
が
あ
り

）
11
（

、
林
羅
山
は
こ
れ
を
『
大
學
諺
解
』
の
な

か
で
肯
定
的
に
引
用
す
る

）
11
（

。

　

朱
熹
以
降
も
、
「
天
」
字
の
理
解
が
一
元
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
朱
熹
が
議
論
の
土
台
を
提
供
し
た
こ
と
で
、
様
々
な
者
が
自
身
の
実

感
の
も
と
に
様
々
な
議
論
を
す
る
に
至
り
、
商
業
出
版
の
活
況
も
大
き
な
役
割

を
果
た
す
。
利
瑪
竇
の
布
教
活
動
も
、
斯
か
る
動
向
に
掉
さ
し
た
営
み
で
あ
っ

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
瑪
竇
は
、
「
上
帝
」
＝
「
天
主
」
と
解
し
て
、
従

来
の
「
天
」
字
に
ま
つ
わ
る
多
様
な
理
解
の
並
立
を
否
定
し
、
主
宰
性
に
焦
点

を
絞
っ
た
一
義
的
な
理
解
を
志
向
し
た
。

　

逆
に
、
林
羅
山
は
、
利
瑪
竇
が
切
り
捨
て
た
「
天
」
字
の
多
義
性
と
そ
れ
が

齎
す
多
様
性
を
重
ん
じ
た
。
「
天
ヨ
リ
外
ニ
、
別
ニ
大
ナ
ル
モ
ノ
ナ
シ
」
と
は
、

儒
教
や
朱
子
学
あ
る
い
は
朱
熹
以
降
の
中
国
思
想
の
展
開
に
鑑
み
て
、
傑
出
し

て
も
い
な
け
れ
ば
、
さ
り
と
て
特
異
な
見
解
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
節

の
最
初
に
確
認
し
た
、
林
羅
山
の
生
涯
を
通
じ
て
旧
教
が
脳
裏
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
し
ま
え
ば
、
凡
庸
な
言
説
と
し
て
読
み
過

ご
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
斯
か
る
後
世
的
視
点
を
振
り
払
い
、
林
羅
山
が
の
こ
し
た
足
跡
を

た
ど
り
、
当
時
の
人
間
が
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
視
点
に
立
ち
返
っ
て
、
い
ま

い
ち
ど
「
天
ヨ
リ
外
ニ
、
別
ニ
大
ナ
ル
モ
ノ
ナ
シ
」
の
一
文
を
読
み
直
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
さ
す
れ
ば
、
林
羅
山
が
「
上
帝
」
＝
「
天
主
」
と
い
う
斬
新
な
解

釈
に
胚
胎
す
る
暴
力
性
、
普
遍
を
掲
げ
て
古
典
の
有
す
る
多
様
性
を
押
し
つ
ぶ

そ
う
と
す
る
行
為
に
反
対
し
て
い
た
と
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
林
羅
山
は
、
利
瑪

竇
の
新
し
い
解
釈
を
退
け
、
一
見
凡
庸
な
「
上
帝
」
＝
「
天
」
を
採
用
す
る
こ

と
で
、
「
上
帝
」
＝
「
天
主
」
が
切
り
捨
て
た
古
典
の
豊
饒
さ
を
取
り
戻
そ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

　

斯
く
の
如
く
、
林
羅
山
の
著
述
に
は
、
明
言
こ
そ
さ
れ
ず
と
も
、
中
身
を
丹

念
に
検
討
す
れ
ば
、
実
は
旧
教
批
判
と
も
受
け
取
れ
る
箇
所
が
あ
る
た
め
、
一

例
を
挙
げ
た
。
で
は
、
林
羅
山
が
明
言
す
る
形
で
旧
教
を
批
判
す
る
場
合
、
如

何
な
る
言
説
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

第
三
節　

禁
教
と
貿
易
統
制 

　

慶
長
一
五
年
成
立
の
「
長
崎
逸
事
」
に
つ
い
て
、
林
羅
山
は
旧
教
を
「
天
」

に
仕
え
る
教
え
と
理
解
し
て
い
た
点
と
、
旧
教
に
入
信
す
る
も
の
の
多
く
が
南

林羅山の排耶論再考
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蛮
貿
易
の
齎
す
金
銭
を
目
的
と
し
て
い
た
と
説
明
し

）
11
（

、
元
和
年
中
成
立
の
「
示

石
川
丈
山
」
で
も
、
「
長
崎
逸
事
」
と
同
様
の
視
座
よ
り
旧
教
批
判
を
行
う
点

を
確
認
さ
れ
た
い
。
つ
ま
り
、
奢
侈
に
流
れ
る
風
俗
の
退
廃
と
結
び
付
け
た
南

蛮
貿
易
批
判
と
い
う
視
座
で
あ
る

）
11
（

。

　

寛
永
二
年
成
立
の
「
答
大
明
福
建
都
督
」
で
は
、
林
羅
山
は
貿
易
と
旧
教
の

布
教
が
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
旧

教
か
ら
自
衛
し
な
け
れ
ば
「
上
を
犯
す
者
」
が
現
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

こ
の
書
簡
は
長
崎
代
官
末
次
政
直
（
生
年
不
詳
～
一
六
三
〇
）
の
代
筆
で
あ

る
。
末
次
政
直
は
、
前
代
官
村
山
等
安
（
生
年
不
詳
～
一
六
一
九
）
を
訴
え
て

斬
首
刑
に
追
い
込
み
、
後
釜
と
し
て
長
崎
代
官
に
居
座
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

後
末
次
政
直
は
台
湾
を
日
本
の
領
土
と
す
る
た
め
に
動
き
、
オ
ラ
ン
ダ
と
の
外

交
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
結
局
、
こ
の
一
件
で
オ
ラ
ン
ダ
側
は
譲
歩
し
、
オ
ラ

ン
ダ
領
台
湾
行
政
長
官
ピ
ー
テ
ル
・
ノ
イ
ツ
（
一
五
九
八
～
一
六
五
五
）
を
幕

府
に
引
き
渡
す
こ
と
で
解
決
し
た
が
、
日
本
で
の
ピ
ー
テ
ル
・
ノ
イ
ツ
の
扱
い

は
悲
惨
を
極
め
、
末
次
政
直
も
外
患
誘
致
の
か
ど
で
幽
閉
の
ち
に
斬
殺
と
あ
い

な
る
。

　

長
崎
代
官
職
と
は
、
斯
く
の
如
く
莫
大
な
富
を
齎
す
対
外
貿
易
に
か
か
わ
る

職
務
で
あ
る
た
め
に
問
題
を
も
引
き
起
こ
し
て
い
た
。
こ
れ
が
長
崎
＝
汚
職
の

イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
り
、
幕
末
に
至
る
ま
で
、
心
の
清
ら
か
な
者
も
長
崎
に
い
る

と
汚
れ
る
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る

）
11
（

。
よ
っ
て
、
次
の
禁
令
が
出
る
の
も
、
い

わ
ば
当
然
と
言
え
よ
う
。

　
　

 

肥
前
國
長
﨑
港
禁
令

　
　

一
西
洋
耶
穌
會
人
載
渡
日
本
國
事

　
　

一
日
本
國
兵
噐
齎
渡
異
域
事

　
　

一
奉
書
舩
定
額
外
日
本
人
渡
異
國
事
附
投
化
異
國

人　

准　

此　
　

　
　
　

右
所
定
三
章
須
守
禁
法
若
有
犯
之
則
可
處
重
罪

　
　
　

施
行
如
件

　
　
　

寛
永
十
一
年
五
月

　

寛
永
一
一
年
五
月
成
立
の
「
肥
前
国
長
崎
港
禁
令
」
で
あ
り
、
イ
エ
ズ
ス
会

士
の
日
本
渡
来
禁
止
、
日
本
か
ら
の
兵
器
持
ち
出
し
禁
止
、
外
国
書
を
遣
わ
す

場
合
を
除
い
た
海
外
渡
航
の
禁
止
、
渡
航
者
の
帰
国
も
禁
止
、
す
な
わ
ち
海
を

越
え
た
人
と
物
の
自
由
な
移
動
の
制
限
に
眼
目
が
あ
る
。
禁
教
令
か
ら
二
〇
年

も
経
過
し
て
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
渡
来
禁
止
令
は
、
徳
川
幕
府
の
方
針
に
反
し
て
、

布
教
活
動
が
絶
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
違
反
行
為
が
あ
る
か
ら
、
法

は
設
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
違
反
行
為
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、
斯
か
る
禁
令
も
む
な
し
く
、
島
原
の
乱
が
起
き
る
。
現
代
で
は
、

島
原
の
乱
が
起
き
た
原
因
を
苛
斂
誅
求
に
あ
る
と
見
る
向
き
も
あ
る
。
し
か
し
、

当
時
に
あ
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
る
手
引
き
で
起
き
た
反

乱
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

　

寛
永
一
七
年
成
立
の
「
誅
耶
穌
邪
徒
阿
媽
港
」
や
同
年
八
月
成
立
の
「
禁
耶

穌
狀
諭
大
明
商
舩
」
、
翌
一
八
年
成
立
の
「
諭
大
明
商
舩
三
章
」
は
、
み
な
斯

か
る
前
提
の
も
と
に
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
成
立
年
代
が
甚
だ
近
い
た

め
、
そ
の
意
図
は
み
な
島
原
の
乱
鎮
圧
後
の
引
き
締
め
に
あ
る
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。
引
き
締
め
と
は
、
禁
教
と
貿
易
統
制
の
貫
徹
を
指
す
。
こ
れ
ら
禁
令
は

み
な
、
禁
教
と
貿
易
統
制
を
眼
目
と
し
て
お
り
、
寛
永
一
一
年
か
ら
大
き
な
変

更
は
な
い
。
既
に
禁
教
は
、
徳
川
家
康
（
一
五
四
三
～
一
六
一
六
）
以
来
の
習

わ
し
と
理
解
さ
れ
て
い
た

）
11
（

。
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こ
れ
ら
禁
制
に
よ
っ
て
、
徳
川
幕
府
が
禁
教
と
貿
易
統
制
に
苦
慮
し
て
い
た

と
共
に
、
そ
の
貫
徹
を
志
向
し
て
い
た
と
知
る
。
他
方
、
当
時
正
式
な
国
交
を

も
っ
て
い
た
李
氏
朝
鮮
に
対
し
て
は
、
旧
教
対
策
と
い
う
点
で
の
協
力
を
要
請

し
て
お
り

）
1（
（

、
そ
の
旨
朝
鮮
側
に
も
記
録
が
残
っ
て
い
る

）
11
（

。

　
　
　
　

第
四
節　

旧
教
は
中
国
思
想
の
剽
窃
物 

　

で
は
、
徳
川
幕
府
に
仕
え
て
、
斯
か
る
文
書
の
起
草
を
職
務
と
し
て
い
た
頃

の
林
羅
山
は
、
旧
教
の
教
義
を
如
何
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

頃
偸
兒
數
輩
、
皆
奴
隷
之
徒
、
潜
相
誓
爲
縱
火
剽
奪
之
謀
。
發
覺
悉
被
磔
、

被
梟
、
或
自
殺
。
不
逾
一
月
、
六
七
十
人
、
男
女
長
幼
、
皆
殲
。
僉
謂
、

三
葉
威
稜
之
效
也
。
此
奴
輩
、
大
抵
慕
彼
異
學
、
受
其
僞
教
、
或
託
陣
法
、

或
寓
戈
術
、
而
代
耶
穌
而
變
、
乃
惑
一
方
、
誑
庶
民
、
密
相
聚
爲
黨
。

　

慶
安
四
年
九
月
下
旬
付
け
の
書
簡
で
あ
る
、
「
示
石
川
丈
山
」
か
ら
の
引
用

で
あ
る
。
所
謂
慶
安
事
件
の
所
感
を
述
べ
る
。
林
羅
山
は
事
件
の
経
緯
を
簡
潔

に
述
べ
、
徳
川
家
康
か
ら
徳
川
家
光
（
一
六
〇
四
～
一
六
五
一
）
に
至
る
、
将

軍
家
三
代
に
わ
た
る
神
霊
の
尊
厳
が
体
制
を
守
っ
た
の
だ
、
と
の
風
聞
を
紹
介

す
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
書
簡
の
趣
旨
は
、
そ
の
後
に
あ
る
。
慶
安
事
件
の
犯
人
ら
は
、

「
異
學
」
を
慕
い
、
そ
の
「
異
學
」
の
ま
が
い
も
の
教
え
を
受
け
、
陣
法
に
仮
託
し
、

兵
学
に
こ
と
よ
せ
て
、
旧
教
に
と
っ
て
変
わ
り
、
人
々
を
惑
わ
せ
誑
か
し
、
人

目
を
避
け
て
徒
党
を
組
む
、
と
い
う
。

　

こ
こ
に
言
う
「
異
學
」
と
は
、
後
の
寛
政
異
学
の
禁
に
言
う
が
如
き
、
朱
子

学
以
外
の
学
問
で
は
な
い
。
「
彼
」
字
に
よ
り
限
定
さ
れ
、
特
定
の
対
象
を
指

す
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

凢
人
皆
怖
生
死
。
故
彼
以
後
生
善
所
、
誘
誑
之
、
號
曰
極
樂
悉
皆
金
身
。

由
是
信
者
不
惜
財
、
施
之
。

　

承
応
三
年
三
月
下
旬
付
の
書
簡
、
「
示
石
川
丈
山
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

こ
れ
は
仏
教
批
判
の
文
言
で
あ
る
。
来
世
で
の
救
い
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
死
を

恐
れ
る
人
々
の
心
を
つ
か
み
、
莫
大
な
財
産
を
築
い
た
と
難
じ
る
。

耶
穌
聞
之
見
之
、
望
屠
門
、
而
嚼
欲
食
之
甚
饞
餮
也
。
欲
奪
之
至
、
隂
謀
也
。

以
攻
心
之
妖
術
、
勾
引
男
女
。
其
所
欺
既
多
。
改
佛
爲
耶
穌
、
由
反
手
也
。

　

仏
教
の
羽
振
り
が
い
い
様
を
見
て
、
口
を
鳴
ら
し
て
貪
欲
さ
を
剥
き
出
し
に

し
て
い
る
の
が
、
旧
教
徒
な
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
林
羅
山
は
仏
教
の
民
衆

に
対
す
る
影
響
力
を
高
く
評
価
し
た
う
え
で
、
旧
教
を
そ
の
剽
窃
物
と
見
な
す

わ
け
で
あ
る
。

近
歳
禁
最
嚴
矣
。
賊
蠻
雖
革
其
面
、
然
姦
其
心
。
其
共
同
謀
者
、
叨
唱
異
學
、

竊
儒
説
天
道
、
而
吐
糟
粕
。
其
心
密
謂
、
本
于
天
主
。
天
主
者
、
彼
所
崇

信
也
。
掠
佛
説
性
空
、
而
誣
心
理
亦
密
謂
、
傳
其
天
教
。
將
奪
之
、
先
與
之
、

亦
盗
老
聃
也
。
無
善
無
悪
、
有
善
有
惡
、
爲
善
除
惡
、
亦
剽
王
陽
明
也
。

　

最
初
に
、
禁
教
の
厳
格
さ
に
触
れ
た
の
ち
、
「
賊
蠻
」
す
な
わ
ち
外
国
人
宣

教
師
が
表
面
上
は
態
度
を
改
め
た
が
、
内
心
で
は
狡
知
を
め
ぐ
ら
せ
て
お
り
、

林羅山の排耶論再考
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「
其
共
同
謀
者
」
が
「
異
學
」
を
主
張
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
外
国
人

宣
教
師
（
賊
蠻
）
の
教
説
（
耶
穌
）
と
、
そ
の
感
化
を
受
け
た
国
内
の
不
満
分

子
が
奉
じ
る
学
（
異
學
）
を
、
林
羅
山
が
別
個
に
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す

る
。
そ
し
て
斯
か
る
分
析
は
、
あ
く
ま
で
も
外
国
人
宣
教
師
と
そ
の
感
化
を
受

け
た
日
本
人
と
の
区
別
を
意
図
し
た
用
語
で
あ
る

）
11
（

。

　

で
は
、
問
題
の
教
義
に
つ
い
て
、
林
羅
山
は
如
何
な
る
批
判
を
加
え
る
の
か
。

端
的
に
言
え
ば
、
林
羅
山
は
旧
教
の
教
義
を
儒
教
や
仏
教
ま
た
道
教
か
ら
の
剽

窃
物
に
過
ぎ
ぬ
と
捉
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
林
羅
山
は
「
排
耶
穌
」
の
頃

か
ら
一
貫
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
斯
か
る
論
法
は
、す
で
に
『
天

主
実
義
』
に
見
え
る

）
11
（

。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
耶
穌
会
の
布
教
方
針
に
つ
い
て
は
、

一
七
世
紀
以
降
、
旧
教
内
部
で
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
主
と
し
て

ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
衰
退
を
背
景
と
し
た
、
両
国
の
政
治
的
・
経
済
的

利
害
に
配
慮
し
た
布
教
活
動
の
問
題
点
を
衝
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
典

礼
問
題
に
代
表
さ
れ
る
教
義
上
の
重
大
問
題
へ
と
発
展
す
る
。
林
羅
山
に
は
、

旧
教
内
部
の
相
克
な
ど
知
る
由
も
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
に
剽
窃
と

い
う
表
現
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
方
法
に
胚
胎
す
る
問
題
点
を
掴
ま
え
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
批
判
を
西
洋
文
明
へ
の
無
理
解
故
の
所
産
と
捉
え
て

は
な
る
ま
い
。

　

こ
の
旧
教
の
流
儀
に
似
通
っ
た
方
法
で
、
林
羅
山
は
具
体
的
に
ど
こ
が
剽
窃

だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
論
点
は
以
下
の
通
り
、「
天
道
」（
儒
教
）・「
空
」（
仏

教
）
・
「
將
奪
之
、
先
與
之
」
（
老
子
）
・
「
無
善
無
悪
」
（
王
学
）
で
あ
る
。

　

「
天
道
」
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
。
利
瑪
竇
は
、
彼
な
り
に
何
と
か
旧
教

と
儒
教
の
結
節
点
を
見
出
そ
う
と
し
て
、
「
天
」
字
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、

林
羅
山
は
『
大
學
諺
解
』
で
、
そ
の
解
釈
の
恣
意
性
を
撃
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

林
羅
山
が
、
こ
こ
で
「
天
道
」
を
持
ち
出
す
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

「
空
」
に
つ
い
て
は
、
『
性
理
字
義
諺
解
』
を
参
照
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
林
羅

山
は
『
性
理
字
義
諺
解
』
に
お
い
て
、「
佛
氏
把
作
用
是
性
ト
ハ
、
性
ハ
空
ナ
リ
、

無
ナ
リ
」
と
い
う
が

）
11
（

、
こ
れ
は
『
性
理
字
義
』
本
文
に
お
け
る
陳
淳
の
説
明
を

踏
ま
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い

）
11
（

。
と
は
い
え
、
林
羅
山
は
陳
淳
の
忠
実
な
る
祖
述

者
で
も
な
い

）
11
（

。

イ
キ
ト
シ
イ
ケ
ル
モ
ノ
、
コ
ト
〳
〵
ク
皆
佛
性
ア
リ
ト
云
心意

ナ
リ
。
五
燈

會
元
第
四
趙
州
傳
云
、
上ミ

至リ　
二

諸
‐
佛ニ　
一

。
下モ

至ル
マ
テ　

二

蝼
‐
蟻ニ

。
皆ナ

有　
二

佛
‐
性　
一

、

ト
云
モ
、
是
ナ
リ
。
諸
佛
及
ヒ
人
間
ハ
、
云
ニ
及
ハ
ス
。
ケ
ラ
ア
リ
ハ
フ

虫
ノ
タ
ク
ヒ
マ
テ
、
佛
性
ア
リ
ト
云
ヘ
リ
。

　

『
性
理
字
義
諺
解
』
巻
之
上
・
性
字
凡
八
條
・
論
佛
氏
言
性
之
差
か
ら
の
引

用
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
述
の
『
性
理
字
義
』
の
説
明
を
承
け
て
、
『
五
燈

會
元
』
巻
第
四
か
ら
引
用
し
つ
つ

）
11
（

、
林
羅
山
は
「
仏
性
」
に
つ
い
て
説
明
し
て

い
る
。
『
性
理
字
義
諺
解
』
に
お
い
て
、
林
羅
山
は
斯
く
の
如
き
、
陳
淳
の
説

明
を
大
幅
に
踏
み
越
え
た
解
説
を
し
ば
し
ば
行
う
。
ま
た
、
「
性
」
と
「
仏
性
」

と
の
弁
別
を
目
的
と
し
た
叙
述
に
、
林
羅
山
は
多
く
の
仏
教
関
係
資
料
か
ら
の

引
用

）
11
（

を
伴
う
形
で
紙
幅
を
割
く
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
仏
教
批
判
は
、

先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
き
た
っ
た
、
外
面
的
形
式
的
な
も
の
で
は
な
く

）
11
（

、
理
論

的
な
面
に
わ
た
る
。

　

当
該
箇
所
で
は
、
仏
教
に
お
け
る
「
性
」
す
な
わ
ち
「
仏
性
」
の
存
在
が
、

草
木
や
昆
虫
の
よ
う
な
生
き
物
に
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
る
点
に
着
目
さ
れ
た

い
。
こ
の
故
に
、
林
羅
山
は
仏
教
に
「
仁
」
字
を
許
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
林
羅
山
は
放
生
会
に
代
表
さ
れ
る
動
物
愛
護
の
姿
勢
に
容
認
的
で
あ

り
、
逆
に
動
物
を
人
類
繁
栄
の
道
具
と
見
な
す
態
度
に
は
冷
淡
で
あ
る

）
1（
（

。
慶
長
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七
年
（
一
六
〇
二
）
成
立
の
「
放
生
辨
」
（
『
羅
山
文
集
』
巻
第
二
六
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。
慶
長
七
年
は
、
通
説
で
は
、
林
羅
山
が
最
も
過
激
な
仏
教
批
判
を

行
っ
て
い
た
と
目
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。

臨
済
録ニ

、
本₋
是レ

一
‐
精
‐
明
、
分レ

テ・
為ナ

ル　
二

六
‐
和
‐
合ト　
一

。
一
‐
心
既ニ

無―
ナ
レ
ハ、

隋テ　
レ

處ニ

解
‐
脱ス

、
ト
ア
ル
ハ
、
眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
手
、
足
ヲ
、
六
和
合
ト
ス
。

波
羅
提
カ
云
フ
所
ト
同
シ
。
タ
ヽ
コ
ノ
氣
ヲ
認
テ
、
性
ト
乄
、
其
理
ヲ
説

ク
コ
ト
ヲ
シ
ラ
ス
。

　

こ
れ
も
ま
た
、
『
性
理
字
義
諺
解
』
巻
之
上
・
性
字
凡
八
條
・
論
佛
氏
言
性

之
差
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
臨
済
録
』
か
ら
引
用
が
な
さ
れ

）
11
（

、
眼
、

耳
、
鼻
、
舌
、
手
、
足
の
六
つ
を
「
六
和
合
」
と
称
し
、
こ
れ
ら
の
感
覚
の
働

き
と
い
う
「
氣
」
に
属
す
る
概
念
す
な
わ
ち
「
作
用
」
を
「
性
」
と
結
び
付
け

る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。
林
羅
山
に
と
っ
て
、「
性
」と
は
あ
く
ま
で
も
「
理
」

と
結
び
付
け
ら
る
べ
き
概
念
で
あ
り
、
物
質
に
わ
た
る
「
氣
」
と
は
自
ず
か
ら

区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
、「
性
」
を
「
理
」
と
結
び
付
け
る
か
、「
氣
」

と
結
び
付
け
る
か
に
、
儒
仏
の
差
異
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。

佛
氏
ハ
、
天
地
世
界
、
ス
ヘ
テ
コ
レ
這
箇ノ

物
‐
事
ナ
リ
ト
云
ハ
、
本
來
空

ナ
リ
ト
云
義
ナ
リ
。
人
ノ
肉
身
モ
、
假
合
幻
妄
ナ
リ
ト
ハ
、
地
水
火
風
ノ

四
ツ
ノ
モ
ノ
、
假
リ
ニ
和
合
シ
、
形
チ
ト
ナ
レ
ハ
、
幻
妄
ナ
リ
。

　

仏
教
に
お
い
て
は
、
我
々
の
眼
前
に
広
が
る
世
界
す
べ
て
が
「
空
」
と
説
か

れ
る
。
「
空
」
と
は
、
仮
初
の
も
の
で
あ
り
、
幻
の
も
の
で
あ
る
、
と
の
謂
い

で
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
「
性
」
の
平
等
性
、
す
な
わ
ち
草
木
や
虫
け
ら
に
ま

で
「
仏
性
」
の
存
在
を
許
す
思
想
は
、
所
詮
こ
の
世
は
偽
り
の
世
界
に
過
ぎ
ぬ

と
の
認
識
を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
、「
理
」
に
よ
る
基
礎
づ
け
を
持
た
ぬ
「
性
」

説
と
は
、
や
が
て
雲
散
霧
消
す
る
「
氣
」
に
紐
づ
け
さ
れ
た
「
性
」
を
説
く
に

過
ぎ
ぬ
。

　

で
は
、
斯
か
る
仏
教
の
性
格
が
如
何
な
る
問
題
を
胚
胎
す
る
の
か
、
林
羅
山

の
見
解
を
窺
う
。

ヲ
ノ
レ
悟
レ
リ
ト
満
足
乄
、
意
ヲ
ツ
メ
テ
、
世
ヲ
遁
レ
、
欲
ヲ
離
レ
、
山

林
ニ
入
テ
、
身
ヲ
枯
シ
、
コ
レ
禅
ノ
本
意
ナ
リ
ト
テ
、
天
理
ヲ
絶
滅
シ
、

人
事
ヲ
ハ
ラ
ヒ
ス
ツ
ル
コ
ト
ハ
、
這
箇
霊
活
底
ヲ
イヤ

ブ

ル

タ
ク
ヿ
ヲ
恐
ル
ヽ
ナ

リ
。
義
理
ヲ
ス
ツ
ル
ヲ
、
天
理
ヲ
滅
ス
ト
云
フ
。
君
臣
父
子
ノ
道
ヲ
ス
ツ

ル
ヲ
、
人
事
ヲ
ハ
ラ
フ
ト
云
フ
。
心
ア
レ
ハ
霊
活
ナ
リ
。
其
形
ナ
ケ
レ
ハ
、

無
心
ヲ
ヨ
シ
ト
ス
ル
故
ニ
、
霊
活
ト
キナ

ツラ
ケ
テ
、
有
無
ト
モ
ニ
、
ハ
ラ
イ

ス
ツ
ル
ナ
リ
。
カ
ク
ノ
コ
ト
ク
、
堅
ク
ト
リ
シ
メ
、
思
ヒ
定
メ
テ
、
カ
ブ

リ
モ
フ
ラ
ス
。
動
轉
セ
ス
乄
、
佛
道
成
就
シ
了
畢
ス
ト
乄
、
即
チ
一
向
ニ

縦
横
自
由
ニ
、
ホ
シ
ヒ
マ
ヽ
ニ
、
花
街
柳
陌
ニ
遊
ヒ
ア
リ
キ
、
或
ハ
猪
頭

ヲ
食
ヒ
、
鳩
子
ヲ
食
ヒ
、
出
家
ノ
法
ヲ
守
ラ
ス
。

　

こ
の
世
を
「
空
」
と
見
な
せ
ば
、
そ
の
先
に
あ
る
の
は
隠
遁
か
放
縦
で
あ
る

と
言
う
。
仏
教
の
「
性
」
説
は
、
人
が
人
と
し
て
生
き
る
限
り
付
き
ま
と
う
人

間
関
係
を
廃
絶
し
、
勝
手
気
ま
ま
に
振
る
舞
う
こ
と
を
も
っ
て
「
自
由
」
と
見

な
す
、
不
毛
な
議
論
を
現
出
せ
し
め
る
。
こ
こ
で
、
結
局
は
世
俗
的
な
問
題
に

絡
め
た
仏
教
批
判
で
は
な
い
か
と
言
う
者
は
、
要
す
る
に
五
感
で
捉
え
う
る
現

実
世
界
へ
の
信
頼
を
核
と
す
る
儒
教
へ
の
理
解
が
不
足
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
林
羅
山
は
、「
性
」
と
「
氣
」
の
接
続
と
「
理
」
の
分
断
を
前
提
と
し
て
、

林羅山の排耶論再考
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世
界
を
仮
初
や
幻
と
見
る
態
度
を
も
っ
て
、
「
性
空
」
と
呼
び
批
判
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
『
天
主
実
義
』
で
利
瑪
竇
が
説
い
た
、
「
魂
」
字

の
理
解

）
11
（

、
「
理
」
批
判
や
「
太
極
」
批
判

）
11
（

、
そ
し
て
来
世
観
は

）
11
（

、
林
羅
山
の
仏

教
批
判
に
よ
っ
て
、
つ
い
で
に
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

『
天
主
実
義
』
で
は
、
「
理
」
や
「
太
極
」
に
よ
る
万
物
の
生
成
や
、
「
氣
」

と
一
体
と
な
っ
て
万
物
に
宿
る
こ
と
を
否
み
、
そ
の
分
だ
け
「
天
主
」
の
存
在

感
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
て
、
草
木
に
ま
で
宿
る
「
魂
」
の
不
滅
を

説
く
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
現
世
に
対
す
る
来
世
の
重
要
性
を
も
説
く
。
と
こ

ろ
が
、
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
「
魂
」
は
「
魄
」
と
対
に
な
る
「
氣
」
に
属
す

る
物
質
的
な
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
旧
教
の
教
義
に
お
い
て
は
、
「
魂
」
は
必

ず
し
も
「
氣
」
に
わ
た
る
概
念
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
漢
語
へ
の
翻
訳
作

業
に
由
来
す
る
も
の
か
、
は
た
ま
た
利
瑪
竇
に
よ
る
意
図
的
な
概
念
操
作
に
よ

る
も
の
か
、
「
理
」
の
概
念
と
し
て
の
重
要
性
が
退
歩
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

て
、『
天
主
実
義
』
の
議
論
は
、
結
果
と
し
て
仏
教
に
お
け
る
「
仏
性
」
＝
「
性
」

＝
「
氣
」
の
構
図
に
接
近
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
利
瑪
竇
が
『
天
主
実

義
』
内
で
魂
三
品
説
を
説
く
こ
と
も
、
誤
解
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
節
が
あ
る
。

な
に
し
ろ
、
中
国
に
は
、
性
三
品
説
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　

林
羅
山
が
「
性
空
」
を
も
っ
て
旧
教
に
よ
る
仏
教
か
ら
の
剽
窃
と
言
う
の
は
、

利
瑪
竇
に
と
っ
て
は
全
く
心
外
な
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
故
な
し
と
は

し
な
い
。

　

「
將
奪
之
、
先
與
之
」
は
、
『
老
子
』
第
三
六
章
に
見
え
る
「
將
欲
奪
之
、
必

固
與
之
」
の
こ
と
か
。
林
羅
山
の
意
図
が
必
ず
し
も
分
明
な
引
用
で
は
な
い
が
、

あ
る
い
は
「
赤
身
空
出
、
赤
身
空
返
」
や
「
生
生
者
上
帝
、
死
死
者
誰
乎
。
二

者
本
一
」
な
ど
を
言
う
か
。
少
な
く
と
も
、
『
天
主
実
義
』・『
妙
貞
問
答
』・『
破

提
宇
子
』
・
『
顕
偽
録
』
に
は
、
類
似
す
る
表
現
が
見
え
ぬ
。

　

「
無
善
無
悪
」
に
つ
い
て
は
、
西
洋
の
魂
三
品
説
と
中
国
の
性
三
品
説
の
同

異
が
問
題
と
な
る
。
魂
三
品
説
に
つ
い
て
利
瑪
竇
は
、
「
性
」
が
善
で
あ
る
か

悪
で
あ
る
か
は
問
題
で
は
な
い
と
し

）
11
（

、
む
し
ろ
、
知
覚
や
思
考
の
有
無
や
優
劣

で
差
別
を
設
け
る

）
11
（

。
そ
の
う
え
で
、
利
瑪
竇
は
「
靈
才
」
に
よ
っ
て
、
人
は
是

非
を
弁
別
し
得
る
と
す
る

）
11
（

。

　

他
方
、
中
国
に
お
け
る
「
性
」
説
と
し
て
は
、
古
く
は
『
論
語
』
陽
貨
で
孔

丘
が
「
性
相
近
」
と
す
る
が
、
直
後
の
章
で
「
唯
上
知
與
下
愚
不
移
」
す
る
。

ま
た
、
同
じ
く
『
論
語
』
雍
也
で
は
「
中
人
以
上
、
可
以
語
上
也
。
中
人
以
下
、

不
可
以
語
上
也
」
の
言
が
見
え
る
。
そ
の
た
め
、『
論
語
』
を
根
拠
に
、「
上
知
」

と
「
下
愚
」
の
中
間
に
「
中
人
」
を
配
し
た
性
三
品
説
を
代
表
と
す
る
、
様
々

な
「
性
」
説
が
行
わ
れ

）
11
（

、
そ
れ
ら
は
多
く
善
悪
に
よ
る
分
類
を
試
み
た
も
の
で

あ
る
。
斯
か
る
前
提
の
も
と
、
王
守
仁
（
一
四
七
二
～
一
五
二
九
）
以
前
に
も
、

蘇
栻
（
一
〇
三
七
～
一
一
〇
一
）
や
胡
宏
（
一
一
〇
五
～
一
一
六
一
）
ら
が
「
性
」

に
善
悪
な
し
の
論
を
唱
え
て
は
い
た

）
11
（

。
と
く
に
、
胡
宏
は
、
「
性
」
の
善
悪
を

論
じ
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
た

）
1（
（

。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
い
う
王
守
仁
の
「
無
善
無
悪
」
は
、
先
行
す
る
議
論
と
質

を
異
に
す
る
。
王
守
仁
は
、
も
と
よ
り
「
性
」
を
善
な
る
も
の
と
認
め
て
い

た
）
11
（

。
王
守
仁
が
『
傳
習
録
』
で
述
べ
た
「
無
善
無
惡
是
心
之
體
。
有
善
有
惡
是

意
之
動
。
知
善
知
惡
的
是
良
知
。
爲
善
去
惡
是
格
物
」
は
、
あ
く
ま
で
も
性
善

説
の
類
型
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
王
守
仁
に
お
い
て
は
、
「
性
」
が
善
で
あ
る

こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
人
に
は
是
非
善
悪
を
わ
き
ま
え
る
能
力
、す
な
わ
ち
「
良

知
」
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

）
11
（

。
そ
し
て
、
林
羅
山
は
こ
の
「
良
知
」
を
重

ん
じ
、
『
大
学
』
解
釈
に
お
い
て
、
「
致
知
」
の
二
字
を
「
致
良
知
」
と
し
た

）
11
（

。

　

魂
三
品
説
に
お
け
る
「
性
」
の
善
悪
を
問
題
に
せ
ぬ
態
度
や
、
そ
こ
に
具
体

的
な
形
で
表
出
す
る
漢
文
テ
キ
ス
ト
の
類
似
を
も
っ
て
、
林
羅
山
が
旧
教
に
よ

日本儒教学会報 五



- 103 -

る
「
無
善
無
悪
」
の
剽
窃
と
い
う
難
癖
を
つ
け
て
い
る
と
い
っ
た
理
解
は
、
も

ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、こ
こ
に
は
、
よ
り
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。

　

王
守
仁
の
「
無
善
無
悪
」
が
、
内
に
「
良
知
」
の
概
念
を
も
包
括
し
て
、
従

来
的
な
「
性
」
の
善
悪
に
関
す
る
議
論
の
外
側
へ
と
歩
を
進
め
、
人
間
の
認
識

能
力
に
関
す
る
議
論
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
林
羅
山
が
ま
さ

し
く
こ
の
「
良
知
」
を
重
ん
じ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
と
き
に
、
彼
が
「
無

善
無
悪
」
の
句
を
引
い
て
批
判
し
て
い
る
の
は
、『
天
主
実
義
』
に
見
え
る
「
靈

才
」
で
あ
っ
た
と
の
推
測
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　

承
応
三
年
一
一
月
一
二
日
付
の
書
簡
「
示
石
川
丈
山
」
で
は
、
石
川
丈
山

（
一
五
八
三
～
一
六
七
二
）
が
旧
教
を
排
す
る
こ
と
を
誉
め
た
た
え
る

）
11
（

。

　

最
後
に
、
「
過
明
論
」
を
見
た
い

）
11
（

。
こ
れ
は
、
成
立
年
月
不
詳
な
が
ら
も
、

清
軍
に
よ
る
福
州
攻
撃
の
記
事
が
あ
る
た
め

）
11
（

、
正
保
三
年
以
降
の
作
と
知
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
「
過
明
論
」
は
賈
誼
「
過
秦
論
」
を
踏
ま
え
、
「
過
秦
論
」

が
秦
の
興
亡
を
描
き
、
そ
の
急
速
な
滅
亡
の
原
因
を
論
じ
る
よ
う
に
、「
過
明
論
」

も
李
自
成
の
乱
勃
発
か
ら
速
や
か
に
進
行
し
た
明
の
滅
び
を
、
宋
の
時
と
比
較

し
つ
つ
論
じ
る
た
め
、
自
ず
と
明
朝
に
辛
辣
と
な
る
。

　

そ
こ
に
、
南
蛮
に
関
す
る
記
述
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
。

今
之
韃
酋
所
爲
、
善
悪
未
可
知
也
。
就
想
、
蠻
舶
之
徃
還
於
我
者
、猶
有
在
、

何
其
與
中
國
不
能
相
通
、
而
使
蠢
爾
虵
種
、
渉
我
域
乎
。
不
在
其
位
、
不

謀
其
政
、
則
國
家
者
、
非
散
焉
者
之
所
議
也
。
狄
與
蠻
、
雖
爲
異
方
、
然

其
獸
心
之
所
向
、
何
異
哉
。
戒
之
慎
之
、
奈
何
奈
何
。

　

「
蠢
爾
虵
種
」
は
虫
や
蛇
が
う
ご
め
く
様
で
あ
り
、
社
会
が
不
安
定
な
様
や
、

理
屈
の
通
じ
な
い
者
の
た
と
え
で
あ
る
。
「
不
在
其
位
、
不
謀
其
政
」
は
『
論
語
』

泰
伯
に
見
え
る
。
「
散
焉
者
」
は
『
荘
子
』
内
篇
・
人
間
世
に
見
え
る
語
で
あ
り
、

徳
と
い
う
点
で
古
の
聖
賢
に
及
ば
ぬ
者
、
す
な
わ
ち
凡
庸
の
人
で
あ
る
。
そ
の

立
場
に
も
居
ら
ず
、
徳
も
な
い
、
そ
ん
な
者
が
政
治
に
関
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
林
羅
山
は
、
如
何
に
禁
教
を
厳
格
に
し
て
も
侵
略
に
来
る

宣
教
師
を
、
韃
靼
と
同
一
視
し
た
。

　

斯
く
の
如
く
林
羅
山
は
、
旧
教
の
教
義
を
様
々
な
思
想
を
剽
窃
し
て
混
交
し

た
も
の
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
社
会
へ
与
え
る
害
悪
と
し
て
多
大
な
影
響
を

認
め
て
い
た
反
面
、
宗
教
や
思
想
と
し
て
は
全
く
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
、
韃
靼
に
比
定
し
、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
で
一
際
劣
っ
た
位
置
付
け
を

行
っ
た
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
本
論
で
の
叙
述
を
確
認
す
る
と
共
に
若
干
の
考
察
を
加
え
る
。
林

羅
山
の
生
涯
を
見
渡
し
た
時
に
、
伝
存
資
料
の
分
布
が
ほ
ぼ
均
一
と
な
っ
て
お

り
、
林
羅
山
の
脳
裏
に
は
常
に
旧
教
の
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
の
予
測
を

立
て
た
。
実
際
に
、
林
羅
山
が
必
ず
し
も
耶
穌
の
名
を
出
さ
ず
に
記
し
た
資
料

の
中
に
も
、
『
天
主
実
義
』
の
記
述
へ
の
反
論
と
思
し
き
内
容
が
確
認
で
き
た
。

他
方
、
旧
教
へ
の
批
判
を
明
言
し
て
い
る
資
料
の
検
討
も
行
っ
た
。
そ
こ
で
展

開
さ
れ
て
い
る
批
判
の
多
く
は
旧
教
が
社
会
秩
序
に
与
え
る
害
悪
を
非
難
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
旧
教
の
教
義
を
批
判
す
る
資
料
も
存
在
し
、
旧
教
は

中
国
思
想
の
剽
窃
物
と
し
て
扱
わ
れ
た
。

　

先
行
研
究
で
は
、
林
羅
山
の
排
耶
論
は
、
慶
長
一
九
年
以
降
の
変
節
と
思
想

的
な
意
義
の
乏
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ

た
の
は
、
む
し
ろ
林
羅
山
の
排
耶
論
の
一
貫
性
で
あ
り
、
且
つ
林
羅
山
の
旧
教

林羅山の排耶論再考
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理
解
が
中
国
思
想
を
媒
介
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
林
羅
山
は
、
社
会
秩
序

の
維
持
と
い
う
観
点
を
常
に
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
も
、
思
想
的
問
題
を
放
擲
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
異
質
な
文
明
と
対
峙
し
、
既
知
の
枠
組
み
を
活
用
し
て

こ
れ
を
把
握
し
、
そ
の
上
で
、
林
羅
山
は
思
想
や
宗
教
と
し
て
旧
教
よ
り
も
仏

教
や
老
荘
、
王
学
を
高
く
評
価
し
た
。
『
性
理
字
義
諺
解
』
に
お
け
る
、
陳
淳

の
意
図
を
超
え
た
執
拗
な
仏
教
批
判
は
、
仏
教
に
対
す
る
高
評
価
の
裏
返
し
で

あ
る
。
そ
し
て
、こ
の
仏
教
批
判
が
事
の
つ
い
で
に
耶
穌
に
も
突
き
刺
さ
っ
た
。

　

林
羅
山
は
一
貫
し
て
旧
教
を
中
国
思
想
の
剽
窃
物
と
認
識
し
て
い
た
。
こ
れ

は
、
西
洋
文
明
へ
の
無
理
解
で
は
な
く
、
彼
な
り
に
異
質
な
文
化
を
理
解
し
よ

う
と
し
た
証
拠
で
あ
る
。
既
知
の
枠
組
み
で
未
知
の
枠
組
み
を
把
握
し
よ
う
と

試
み
る
の
は
、
他
者
理
解
の
端
緒
だ
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。
と
は
い
え
、
そ
の
旧
教
理

解
が
不
十
分
と
解
さ
れ
て
き
た
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。

　

あ
る
時
代
、
あ
る
地
域
の
思
想
を
異
な
る
文
脈
で
捉
え
よ
う
と
し
て
も
、
必

ず
や
失
敗
に
終
わ
る
。
利
瑪
竇
の
「
上
帝
」
＝
「
天
主
」
説
が
「
天
」
字
の
多

義
性
を
切
り
捨
て
る
こ
と
で
、
旧
教
と
儒
教
の
断
絶
を
辛
う
じ
て
覆
い
隠
し
た

よ
う
に
、
斯
か
る
試
み
は
暴
力
性
を
伴
わ
ず
に
行
い
得
な
い
た
め
で
あ
る
。
林

羅
山
の
排
耶
論
は
思
想
・
宗
教
上
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
暴
力
へ
の
対
抗
言

説
で
あ
っ
た

）
11
（

。

　

し
か
し
、
旧
教
本
位
に
儒
教
を
捉
え
よ
う
と
し
た
利
瑪
竇
も
、
こ
れ
に
抗
い

儒
教
本
位
に
旧
教
を
捉
え
よ
う
と
し
た
林
羅
山
も
、
そ
れ
ら
を
背
景
で
支
え
る

論
理
と
そ
の
暴
力
性
を
共
有
し
た
。
斯
か
る
暴
力
性
を
伴
っ
た
他
者
理
解
の
様

式
こ
そ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
萌
芽
期
に
お
け
る
東
西
交
渉
の
特
徴
で
あ
る
。

　
注

（
（
）　

内
閣
文
庫
所
蔵
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
刊
本
（
請
求
記
号
：
二
六
三
‐

〇
〇
五
八
）
以
下
、
『
羅
山
文
集
』
と
略
記
す
る
。

（
1
）　

堀
勇
雄
『
林
羅
山
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
）
三
九
九
頁
。

（
1
）　

高
瀬
弘
一
郎
『
キ
リ
シ
タ
ン
の
世
紀
―
ザ
ビ
エ
ル
渡
日
か
ら
「
鎖
国
」
ま
で
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
三
）
高
瀬
弘
一
郎
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
財
務
報
告
書
な
ど
を
用

い
て
、
そ
の
布
教
活
動
が
西
洋
の
世
俗
権
力
に
よ
る
支
援
を
背
景
に
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
論
じ
た
。

（
1
）　

武
田
祐
樹
「
近
世
東
ア
ジ
ア
外
交
と
漢
文
―
林
羅
山
の
外
交
文
書
を
中
心
に
」（
王

小
林
・
町
泉
寿
郎
編
『
日
本
漢
文
学
の
射
程
―
そ
の
方
法
、
達
成
と
可
能
性
』
汲

古
書
院
、
二
〇
一
九
）

（
1
）　

石
田
一
良
「
林
羅
山
―
室
町
時
代
に
お
け
る
禅
・
儒
一
致
と
藤
原
惺
窩
・
林
羅

山
の
思
想
―
」
（
『
江
戸
の
思
想
家
た
ち
（
上
巻
）
』
研
究
社
、
一
九
七
九
）
四
二

～
四
五
頁
、
源
了
圓
『
近
世
初
期
実
学
思
想
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
八
〇
）

二
四
四
～
二
四
七
頁
。
両
者
の
難
は
、
中
国
思
想
を
型
枠
に
収
ま
る
静
的
な
モ
デ

ル
と
見
な
す
点
に
あ
る
。
彼
ら
の
後
進
も
吉
田
公
平
「
朱
子
学
・
陽
明
学
に
お
け

る
『
大
学
』
」（
源
了
圓
編
『
江
戸
の
儒
学　

『
大
学
』
受
容
の
歴
史
』
思
文
閣
出
版
、

一
九
八
八
）
か
ら
嘉
靖
年
間
の
様
子
に
つ
い
て
の
記
述
を
借
り
る
程
度
で
あ
っ
た
。

（
1
）　

龔
穎
「
林
羅
山
排
仏
論
の
一
考
察
―
朱
子
・
韓
愈
と
の
比
較
を
通
し
て
―
」
（
『
日

本
思
想
史
学
』
三
〇
、
一
九
九
八
）

（
1
）　

高
坂
正
顕
「
徳
川
時
代
に
お
け
る
人
間
尊
重
思
想
の
諸
問
題
」
（
『
徳
川
時
代
に

お
け
る
人
間
尊
重
思
想
の
系
譜
』
福
村
書
店
、
一
九
六
一
）
一
八
頁
。

（
1
）　

金
谷
治
・
石
田
一
良
校
注
『
藤
原
惺
窩
・
林
羅
山
』
（
日
本
思
想
大
系
三
八
、
岩

波
書
店
、
一
九
七
五
）

（
1
）　

内
閣
文
庫
所
蔵
林
羅
山
旧
蔵
本
『
大
學
諺
解
』
（
請
求
記
号
：
一
九
一
‐

〇
一
六
一
）
以
下
、
『
大
學
諺
解
』
と
略
記
す
る
。

（
（1
）　

大
島
晃
『
日
本
漢
学
研
究
試
論
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
）
Ⅱ
章
、
拙
著
『
林
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羅
山
の
学
問
形
成
と
そ
の
特
質
―
古
典
注
釈
書
と
編
纂
事
業
―
』
（
研
文
出
版
、

二
〇
一
九
）
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）　

「
此
詩
、
是
殷
亡
後
周
公
戒
成
王
而
作
」
（
内
閣
文
庫
所
蔵
林
羅
山
旧
蔵
嘉
靖
五

年
序
刊
本
『
四
書
蒙
引
』
、
請
求
記
号
：
二
七
七
‐
〇
〇
四
六
）
以
下
、『
四
書
蒙
引
』

と
略
記
す
る
。
な
お
、
こ
の
『
四
書
蒙
引
』
に
は
、
林
羅
山
が
加
え
た
も
の
と
思

し
き
句
読
点
が
、
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
形
で
付
さ
れ
る
。
概
ね
、
句

点
は
右
傍
下
方
に
、
読
点
は
原
漢
文
の
直
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ
れ
る
。
引
用

に
際
し
て
は
、
林
羅
山
の
方
針
に
従
っ
た
。

（
（1
）　

「
帝
者
、
天
之
主
宰
也
。
以
形
言
曰
天
、
以
主
宰
曰
帝
」
（
『
六
書
統
』
巻
一
・
形
象
・

人
品
之
形
・
帝
字
）

（
（1
）　

「
以
大
、
君
為
人
之
主
宰
。
故
大
曰
帝
」
（
『
六
書
統
』
巻
一
・
形
象
・
人
品
之
形
・

帝
字
）

（
（1
）　

前
掲
堀
一
〇
九
頁
。
前
掲
石
田
（
一
九
八
〇
）
四
三
頁
。
前
掲
源
二
一
八
頁
。

（
（1
）　

例
え
ば
、
『
本
草
綱
目
』
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
林
羅
山
が
夙
に
入
手
し
て

い
た
点
で
は
一
致
す
る
。
ま
た
『
知
新
日
録
』
の
例
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙
著

第
四
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
（1
）　

「
春
問
曰
、
利
瑪
竇
（
耶
穌
會
者
）
、
天
地
鬼
神
及
人
靈
魂
、
有
始
無
終
。
吾
不
信
焉
。

有
始
則
有
終
、
無
始
無
終
、
可
也
。
有
始
無
終
、
不
可
也
。
然
又
殊
有
可
證
者
乎
。
干
、

不
能
答
」
（
排
耶
穌
）

（
（1
）　

「
物
之
有
始
有
終
者
、
鳥
獣
草
木
是
也
。
有
始
無
終
者
、
天
地
鬼
神
、
及
人
之
靈
魂
、

是
也
。
天
主
則
無
始
無
終
、
而
為
萬
物
始
焉
、
為
萬
物
根
柢
焉
。
無
天
主
則
無
物
矣
。

物
由
天
主
生
、
天
主
無
所
由
生
也
」
（
内
閣
文
庫
所
蔵
林
家
旧
蔵
本
『
天
主
実
義
』

首
篇
、
請
求
記
号
：
三
〇
七
‐
〇
一
一
二
）
。
以
下
、
『
天
主
実
義
』
と
略
記
す
る
。

（
（1
）　

前
掲
武
田
「
近
世
東
ア
ジ
ア
外
交
と
漢
文
―
林
羅
山
の
外
交
文
書
を
中
心
に
」
。

「
長
崎
逸
事
」
と
「
答
大
明
福
建
都
督
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
（1
）　

「
余
曰
、
我
觀
天
地
之
間
、
無
一
物
不
有
上
下
。
彼
以
中
爲
下
。
何
足
知
物
各
有

上
下
之
理
乎
。
若
有
人
問
隕
石
止
何
處
、
必
曰
落
所
落
耳
。
何
不
上
不
下
之
有
」（
排

耶
穌
）

（
11
）　

「
且
又
、
終
不
知
物
皆
有
上
下
之
理
。
彼
以
地
中
爲
下
、
地
形
爲
圓
。
其
惑
豈
不

悲
乎
。
朱
子
所
謂
天
半
繞
地
下
。
彼
不
知
之
。
于
又
曰
、
有
南
北
、
無
東
西
。
春
曰
、

已
是
有
南
北
、
何
無
東
西
耶
。
又
見
彼
日
月
行
道
之
圖
、
不
及
一
行
沈
括
之
萬
分
。

蓋
彼
潜
在
大
明
、
見
渾
天
之
遺
則
、
而
竊
摸
倣
之
耳
。
可
咲
」
（
排
耶
穌
）

（
1（
）　

「
今
觀
上
天
自
東
運
行
、
而
日
月
星
辰
之
天
、
自
西
循
逆
之
。
度
數
各
依
其
則
、

次
舍
各
安
其
暗
位
、
曽
無
繊
忽
差
忒
焉
者
。
倘
無
尊
主
幹
旋
主
宰
其
間
、
能
免
無

悖
乎
哉
」
（
『
天
主
実
義
』
首
篇
）

（
11
）　

「
命
、
猶
令
也
。
如
尊
命
・
台
命
之
類
。
天
無
言
、
做
如
何
命
。
只
是
大
化
流
行
、

氣
到
這
物
、
便
生
這
物
、
氣
到
那
物
、
又
生
那
物
、
便
似
分
付
命
令
他
一
般
」
（
林

家
旧
蔵
写
本
『
性
理
字
義
』
巻
之
上
・
命
字
凡
五
條
・
論
命
猶
分
、
請
求
記
号
：

二
九
九
‐
〇
〇
〇
八
）
以
下
、
『
性
理
字
義
』
と
略
記
す
る
。 

 
 
 
 
 

（
11
）　

『
性
理
字
義
諺
解
』
に
つ
い
て
は
、
前
掲
大
島
お
よ
び
、
今
年
度
（
令
和
二
年
度
）

内
に
公
表
予
定
の
拙
論
「
林
羅
山
に
お
け
る
自
由
と
身
分
秩
序
―
『
性
理
字
義
諺
解
』

に
着
目
し
て
」
（
『
東
ア
ジ
ア
の
尊
厳
概
念
』
法
政
大
学
出
版
局
、
基
盤
研
究(

Ｓ)

尊
厳
概
念
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
構
築
に
向
け
た
理
論
的
・
概
念
史
的
・

比
較
文
化
論
的
研
究
（（

1
H
1
1
1
（
1

）
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）　

「
命
ハ
、
令
ノ
コ
ト
シ
ト
ハ
、
今
ノ
世
ノ
、
仰
セ
ト
云
カ
コ
ト
シ
。
上
ヨ
リ
下
ニ

令
シ
、
君
ヨ
リ
臣
ニ
事
ヲ
云
ヒ
付
テ
、
セ
シ
ム
ル
ヲ
、
命
令
ト
云
ナ
リ
。
日
本
紀

ニ
ハ
、
命
ノ
字
ヲ
、
ミ
コ
ト
ノ
リ
ト
ヨ
メ
リ
。
口
ニ
テ
云
ヒ
聞
セ
テ
、
ナ
ニ
ト
セ
ヨ
、

カ
ト
セ
ヨ
ト
、
教
ヘ
セ
シ
ム
ル
ユ
ヘ
ニ
、
令
ノ
字
ニ
、
口
ヲ
加
ヘ
テ
、
命
ノ
字
ト
ス
。

尊
命
台
命
ノ
コ
シ
ト
ハ
、
尊
キ
仰
セ
ヲ
、
尊
命
ト
ス
。
台
ハ
、
三
台
ト
テ
、
上
台
・

中
台
・
下
台
ノ
星
三
ツ
ア
リ
。
是
ヲ
三
公
ニ
カ
タ
ト
ル
。
然
レ
ハ
台
命
ハ
、
公
命
ナ
リ
。

摂
政
関
白
大
臣
ノ
仰
セ
ナ
リ
。
又
天
子
ノ
仰
セ
ヲ
ハ
、
記
命
・
勅
命
・
綸
命
ト
云
フ
。

君
命
ハ
、
天
子
諸
侯
等
ニ
モ
通
ス
。
官
命
ハ
、
公
儀
ヨ
リ
ノ
仰
セ
ヲ
云
フ
。
コ
ノ

類
ナ
ヲ
多
シ
。　
　

天
ハ
、
形
チ
ナ
ケ
レ
ハ
、
モ
ノ
イ
ワ
ス
。
イ
カ
ン
ソ
命
ス
ト

セ
ン
ヤ
。
タ
ヽ
コ
レ
大
ナ
ル
造
化
、
ア
マ
子
ク
流
行
シ
、
元
氣
ノ
イ
タ
ル
ト
コ
ロ
、

林羅山の排耶論再考
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コ
ノ
物
ヲ
生
ス
。
此
氣
到
レ
ハ
、
コ
ノ
物
、
カ
ノ
物
、
則
チ
出
生
ス
。
然
レ
ハ
其
物
々

ニ
分
チ
付
テ
、
命
令
ス
ル
ト
、
一
般
ナ
リ
。
一
般
ト
ハ
、
不
同
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
。　
　

命
ト
令
ト
ヲ
分
テ
云
ト
キ
ハ
、
大
ナ
ル
仰
セ
ヲ
、
命
ト
ス
。
少
シ
キ
ナ
ル
ヲ
キ
テ
ヲ
、

令
ト
ス
。
合
テ
イ
ヘ
ハ
、
一
意
ナ
リ
」
（
林
羅
山
旧
蔵
写
本
『
性
理
字
義
諺
解
』
巻

第
一
・
命
字
凡
五
條
・
論
命
猶
分
、
請
求
記
号
：
一
九
〇
‐
〇
二
八
七
）
以
下
、
『
性

理
字
義
諺
解
』
と
略
記
す
る
。

（
11
）　

「
蒙
引
云
、
生
民
二
字
、
相
帶
連
。
如
所
謂
下
民
烝
民
、
是
也
。
謂
之
生
民
者
、

即
孟
子
所
謂
天
下
之
生
久
矣
。
以
其
生
生
不
絶
也
。
所
謂
生
物
亦
然
。
謂
之
降
者
、

天
在
上
、
生
民
在
下
、
故
取
降
義
也
。
此
本
之
書
所
謂
天
降
下
民
云
」
（
『
大
學
諺
解
』

所
引
『
四
書
蒙
引
』
）

（
11
）　

「
按
ス
ル
ニ
、
書
ノ
泰
誓
ニ
、
天
佑
下
民
ト
ア
ル
ヲ
、
孟
子
惠
王
ノ
下
篇
ニ
引
テ
、

天
降
下
民
ト
イ
ヘ
リ
。
又
按
ス
ル
ニ
、
書
ノ
湯
誥
云
、
惟
皇
上
帝
、
降
衷
于
下
民
、

若
有
恒
性
、
ト
ア
リ
。
六
經
ニ
、
性
ヲ
云
事
ハ
、
コ
レ
ヲ
始
ト
ス
。
此
序
ノ
降
ノ

字
、
性
ノ
字
、
皆
尚
書
ニ
モ
ト
ツ
ケ
リ
。
ソ
レ
人
ハ
、
天
地
ノ
間
ニ
生
ル
ヽ
ト
キ
ハ
、

則
天
ヨ
リ
此
コ
ト
ハ
リ
ヲ
、
ク
ハ
リ
ア
タ
ヘ
テ
、
心
ニ
ソ
ナ
ハ
ル
ヲ
、
性
ト
云
也
。

カ
ル
カ
故
ニ
、
心
ヲ
ヘ
ン
ニ
乄
、
生
ヲ
ツ
ク
リ
ニ
乄
、
性
ノ
字
ト
ス
。
生
レ
ツ
ク

ト
キ
ニ
、
必
心
ニ
具
ス
ル
理
ナ
ル
故
ナ
リ
」
（
『
大
學
諺
解
』
大
学
章
句
序
）  

（
11
）　

「
其
徒
以
事
天
爲
法
、
謂
之
耶
穌
、
號
天
主
爲
陡
斯
。
（
中
略
）
屢
勸
吾
民
俗
。

愚
而
好
恠
者
、
便
於
市
利
者
、
多
奉
其
法
、
誠
可
憎
哉
。
逐
末
者
由
之
貨
殖
。
頃

年
官
置
吏
、
以
監
察
之
」
（
長
﨑
逸
事
）  

 

（
11
）　

「
或
辜
搉
金
銀
、
而
貢
其
賦
者
、
或
專
市
舶
之
直
、
而
與
蠻
獠
胡
賈
相
雜
糅
者
、（
中

略
）
宇
内
擾
擾
、
爲
利
往
來
。
人
其
貌
、
禽
其
心
、
殆
非
人
倫
也
」
（
示
石
川
丈
山
）

（
11
）　

「
或
官
吏
、
長
崎
に
行
ん
と
し
て
、
京
師
に
立
寄
り
、
重
宗
を
見
て
、
談
話
時
を

移
せ
り
。
時
に
重
宗
一
の
古
鏡
を
持
出
し
、
是
は
前
時
長
崎
の
官
吏
竹
中
采
女
正

重
次
の
造
り
し
所
な
り
。
重
次
貪
墨
を
以
て
敗
を
取
れ
り
。
某
毎
々
此
鏡
を
以
て
、

自
ら
照
し
戒
め
と
爲
せ
り
。
故
を
以
て
相
贈
る
と
言
ふ
是
は
長
崎
は
蕃
漢
珍
貨
の

輻
湊
す
る
所
な
れ
ば
、
其
土
に
官
た
る
者
、
多
く
貨
に
黷
れ
り
。
故
に
之
を
戒
め

し
と
ぞ
」
（
『
名
将
言
行
録
』
巻
第
五
七
・
板
倉
重
宗
）
幕
末
維
新
期
に
備
中
松
山

藩
を
指
導
し
た
三
島
中
洲
（
一
八
三
一
～
一
九
一
九
）
ら
は
、
斯
か
る
逸
話
を
歴

史
的
事
実
と
捉
え
、
板
倉
重
宗
（
一
五
八
六
～
一
六
五
七
）
と
そ
の
父
板
倉
勝
重

（
一
五
四
五
～
一
六
二
四
）
を
、
主
家
で
あ
る
板
倉
宗
家
の
祖
と
し
て
、
誇
ら
し
い

気
持
ち
と
共
に
記
憶
し
て
い
た
。 

 

（
11
）　

実
際
に
は
、
徳
川
家
康
の
頃
と
く
ら
べ
禁
教
が
国
是
と
な
っ
た
寛
永
年
間
後
半

で
は
、
幕
府
側
の
対
応
も
、
林
羅
山
の
言
説
も
攻
撃
性
を
増
し
て
い
る
。

（
1（
）　

「
宜
啓　

殿
下
申
降　

號
令
、
使
沿
海
鎮
浦
兵
官
、
益
設
其
備
察
非
常
。
而
若
有

約
條
外
他
舩
漂
流
、
則
速
擒
之
、
可
被
送
於
釜
山
倭
館
。
邪
法
者
共
以
所
當
禁
遏
也
」

（
呈
朝
鮮
國
禮
曹
）

（
11
）　

仁
祖
二
三
年
（
一
六
四
五
）
五
月
二
一
日
「
仁
祖
実
録
」
巻
第
四
六
（
『
朝
鮮
王

朝
実
録
』
太
白
山
本
）

（
11
）　

紙
幅
の
都
合
上
、
「
異
學
」
の
内
実
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
11
）　

「
西
士
曰
、
古
者
吾
西
域
有
士
、
名
曰
、
閉
他
臥
剌
。
（
中
略
）
既
沒
之
後
、
門

人
少
嗣
其
詞
者
。
彼
時
此
語
忽
漏
國
外
、
以
及
身
毒
、
釋
氏
圖
立
新
門
、
承
此
輪
廻
、

加
之
六
道
」
（
『
天
主
実
義
』
第
五
篇
）
。
こ
の
後
、
利
瑪
竇
は
、
中
士
に
「
所
言
佛

氏
之
國
、
聞
見
必
真
。
其
國
之
陋
如
彼
也
」
（
『
天
主
実
義
』
第
五
篇
）
と
言
わ
せ

て
い
る
。

（
11
）　

『
性
理
字
義
諺
解
』
巻
第
一
・
性
字
凡
八
條
・
論
佛
氏
言
性
之
差

（
11
）　

「
佛
氏
把
作
用
是
性
」（
『
性
理
字
義
』
巻
之
上
・
性
字
凡
八
條
・
論
佛
氏
言
性
之
差
）  

（
11
）　

前
掲
大
島
Ⅱ
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 
 

（
11
）　

林
羅
山
旧
蔵
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
刊
本
『
五
燈
會
元
』
一
六
丁
表
（
請

求
記
号
：
三
一
〇
‐
〇
一
三
〇
）

（
11
）　

『
圓
覚
経
』
、
『
傳
燈
録
』
、
『
五
燈
會
元
』
、
『
楞
厳
釋
要
』
、
『
般
若
心
経
』
、
『
禅
苑

蒙
求
』
、『
臨
済
録
』
、『
佛
祖
統
紀
』
、『
大
日
経
疏
』
、『
中
論
』
、『
法
華
経
』
、『
維
摩
経
』
、

『
金
剛
経
』
、
『
楞
厳
要
鈔
』
、
『
釋
定
門
統
要
』
、
『
普
統
録
』
な
ど
の
引
用
が
確
認
で

き
る
。
そ
の
ほ
か
、『
真
言
秘
説
』
、『
一
山
語
録
』
、『
理
趣
釋
』
、『
祖
庭
事
苑
』
、『
普
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覚
禅
師
語
録
』
、『
羅
湖
野
録
』
、『
夢
観
集
』
、『
佛
祖
歴
代
通
載
』
、『
楞
厳
義
疏
注
経
』

な
ど
が
、
林
羅
山
旧
蔵
本
と
し
て
、
内
閣
文
庫
に
伝
わ
る
。 

 

（
11
）　

石
田
一
良
「
林
羅
山
の
思
想
」
（
前
掲
金
谷
・
石
田
）
四
七
九
頁
。

（
1（
）　

し
か
し
な
が
ら
、
『
本
朝
神
社
考
』
で
は
、
放
生
会
が
批
判
さ
れ
る
。
そ
の
理
由

は
、『
日
本
書
紀
』
に
は
神
々
が
狩
猟
採
集
を
行
う
例
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
り
、『
天

主
実
義
』
第
五
篇
の
「
試
観
天
主
生
是
天
地
、
及
是
萬
物
、
無
一
非
生
之
以
為
人
用
者
」

と
は
質
を
異
に
す
る
。

（
11
）　

内
閣
文
庫
に
は
林
羅
山
旧
蔵
永
享
九
年
（
一
四
三
七
）
刊
本
『
臨
済
録
』
（
請
求

記
号
：
別
〇
六
四
‐
〇
〇
〇
六
）
が
伝
わ
る
。
元
版
に
髣
髴
た
る
、
縦
に
潰
れ
た

字
形
で
印
刷
さ
れ
、
林
羅
山
の
書
き
入
れ
に
富
む
。
巻
末
に
「
延
徳
三
年
辛
亥
八

月
十
五
日
季
恭
居
士
鏤
梓
捨
入
濃
之
正
法
栖
雲
院
」
と
の
書
き
入
れ
が
あ
り
、
延

徳
三
年
（
一
四
九
一
）
刊
本
と
校
合
を
行
っ
た
と
知
る
。
朱
墨
併
用
に
よ
り
一
文

字
に
二
種
の
添
え
仮
名
を
附
す
例
も
あ
る
。

（
11
）　

「
西
士
曰
、
草
木
亦
禀
生
魂
、
均
為
生
類
」（
『
天
主
実
義
』
第
五
篇
）
や
「
西
士
曰
、

物
體
幽
眇
、
其
用
廣
繁
。
故
凡
人
或
有
所
未
能
盡
達
、
而
反
以
見
害
。
此
自
人
才

之
蔽
耳
。
人
固
有
二
、
曰
外
人
所
謂
身
體
也
、
曰
内
人
所
謂
魂
神
也
。
比
此
二
者
、

則
内
人
為
尊
」
（
『
天
主
実
義
』
第
五
篇
）
利
瑪
竇
は
し
ば
し
ば
「
魂
」
や
「
霊
魂
」

ま
た
「
魂
神
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
る
。
こ
れ
は
、
旧
教
に
お
い
て
独
自
の
用
例

を
も
つ
西
洋
言
語
の
あ
る
単
語
を
漢
語
に
変
換
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
利
瑪
竇
の

訳
語
選
択
上
の
苦
労
を
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
利
瑪
竇
の
想
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
用
語
と
用
例
は
、『
性
理
字
義
諺
解
』
に
お
け
る
「
仏
性
」

批
判
を
読
ん
だ
者
の
目
に
は
、「
仏
性
」
＝
「
性
」
＝
「
氣
」
と
い
う
仏
教
の
「
性
」

説
と
大
差
な
く
映
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
11
）　

「
理
卑
於
人
、
理
為
物
而
非
物
、
為
理
也
。
故
仲
尼
曰
、
人
能
弘
道
、
非
道
弘
人
也
。

如
尓
曰
理
含
萬
物
之
靈
、
化
生
萬
物
、
此
乃
天
主
也
。
何
獨
謂
之
理
、
謂
之
太
極

哉
」
（
『
天
主
実
義
』
第
二
篇
）
こ
こ
で
利
瑪
竇
は
、
「
理
」
や
「
太
極
」
が
万
物
を

生
ぜ
し
め
、
そ
の
存
立
を
支
え
て
い
る
こ
と
の
価
値
を
、
な
る
だ
け
低
く
見
積
も
り
、

そ
の
分
だ
け
「
天
主
」
を
前
面
に
押
し
出
し
た
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

（
11
）　

「
西
士
曰
、
来
世
之
利
害
甚
真
大
、
非
今
世
之
可
比
也
。
吾
今
所
見
者
、
利
害
之

影
耳
。
故
今
世
之
事
、
或
凶
或
吉
、
倶
不
足
言
也
。
吾
聞
師
之
喩
曰
、
人
生
世
間
、

如
俳
優
在
戯
場
。
所
為
俗
業
、
如
搬
演
雜
劇
。
諸
帝
王
宰
官
士
人
奴
隷
后
妃
婢
媵
、

皆
一
時
粧
飾
之
耳
」
（
『
天
主
実
義
』
第
六
篇
）
こ
こ
で
は
、
来
世
と
比
べ
れ
ば
、

現
世
な
ど
遊
技
場
に
過
ぎ
ず
、
現
世
で
の
人
間
関
係
な
ど
演
劇
の
配
役
に
過
ぎ
ぬ

と
い
う
。
利
瑪
竇
自
身
は
仏
教
の
「
空
」
を
嫌
い
、
『
天
主
実
義
』
第
二
篇
に
お
い

て
「
西
士
曰
、
二
氏
之
謂
曰
無
、
曰
空
。
於
天
主
理
、
大
相
剌
謬
」
と
す
る
。
言

葉
の
上
で
は
「
空
」
を
退
け
て
も
、
旧
教
の
来
世
観
を
歪
め
て
ま
で
儒
教
に
寄
せ

る
こ
と
は
、
さ
し
も
の
利
瑪
竇
も
か
な
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
11
）　

「
西
士
曰
、
人
之
靈
魂
、
不
拘
善
悪
、
皆
不
隋
身
後
而
滅
。
萬
國
之
士
信
之
、
天

主
正
経
載
之
。
（
中
略
）
此
分
善
悪
之
殊
、
則
不
載
于
経
、
不
據
于
理
」（
『
天
主
実
義
』

第
三
篇
）  

（
11
）　

「
彼
世
界
之
魂
有
三
品
。
下
品
名
曰
生
魂
、
即
草
木
之
魂
是
也
。
此
魂
扶
草
木
以

生
長
、
草
木
枯
萎
、
魂
亦
消
滅
。
中
品
名
曰
覺
魂
、
則
禽
獣
之
魂
也
。
此
能
附
禽

獣
長
育
、
而
又
使
之
、
以
耳
目
視
聴
、
以
口
鼻
啖
嚊
、
以
肢
體
覺
物
情
。
但
不
能

推
論
道
理
、
至
死
而
魂
亦
滅
焉
。
上
品
名
曰
、
靈
魂
、
即
仁
近
也
」
（
『
天
主
実
義
』

第
三
篇
）  

 

（
11
）　

「
西
士
曰
、
凡
人
之
所
以
異
於
禽
獣
、
無
大
乎
靈
才
也
。
靈
才
者
、
能
辯
是
非
別

真
偽
、
而
難
欺
之
以
理
之
無
」
（
『
天
主
実
義
』
首
篇
）

（
11
）　

「
今
按
ス
ル
ニ
、
班
固
カ
古
今
人
表
ニ
、
上
古
ヨ
リ
漢
ノ
代
マ
テ
ノ
人
物
ヲ
、
九

品
ニ
分
タ
ル
ハ
、
此
章
上
知
ト
下
愚
ト
ハ
、
移
ラ
ズ
ト
云
ヨ
リ
、
發
明
セ
リ
。
韓

退
之
カ
、
性
ニ
上
中
下
ノ
三
品
ア
リ
ト
云
ヘ
ル
モ
、
上
知
ト
下
愚
ト
ニ
、
中
人
ヲ

加
ヘ
テ
、
其
説
ヲ
ナ
セ
リ
。
宋
儒
ヨ
リ
以
前
、
天
命
ノ
性
ト
、
氣
質
ノ
性
ト
ヲ
論

ス
ル
者
ナ
シ
。
故
ニ
此
章
ノ
、
性
相
近
シ
ト
、
又
知
愚
ノ
移
ラ
サ
ル
ト
ノ
聖
言
ニ

ヨ
ツ
テ
、
孟
子
ノ
性
善
ノ
説
ヲ
信
セ
ス
、
性
善
ノ
説
ハ
、
孟
子
初
メ
テ
説
ト
イ
ヘ

ト
モ
、
然
モ
性
善
ノ
字
、
繫
辞
ニ
見
ヘ
タ
レ
ハ
、
孔
子
ノ
言
ハ
ヲ
孟
子
推
シ
廣
メ
テ
、

林羅山の排耶論再考
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發
明
セ
ル
ナ
リ
」
（
肥
前
島
原
松
平
文
庫
所
蔵
『
論
語
諺
解
補
』
第
二
七
冊
、
請
求

記
号
：
写
‐
一
五
六
‐
四
）  

（
11
）　

「
蘇
東
坡
カ
説
ニ
ハ
、
性
ニ
善
悪
ア
ラ
ス
ト
云
、
胡
五
峯
カ
説
ニ
モ
、
性
ハ
善
悪

無
シ
ト
云
」
（
『
性
理
字
義
諺
解
』
巻
第
一
・
性
字
凡
八
條
・
論
天
命
之
性
本
善
）

（
1（
）　

「
眼
悪
キ
者
、
慥
ニ
物
ヲ
見
付
ス
シ
テ
、
サ
ク
リ
當
ツ
ル
コ
ト
ク
ニ
、
此
ノ
性
ハ
、

天
地
自
然
ノ
物
ニ
テ
、
詞
ニ
イ
ヽ
難
キ
物
也
ト
思
ヘ
リ
。
性
ノ
慥
ニ
正
ク
决
定
シ
テ
、

此
レ
何
物ノ

ソ
ト
シ
ラ
サ
レ
ハ
、ツ
イ
ニ
説
キ
出
ス
ヿ
ア
タ
ハ
ス
」（
『
性
理
字
義
諺
解
』

巻
第
一
・
性
字
凡
八
條
・
論
天
命
之
性
本
善
）

（
11
）　

吉
田
公
平
「
王
陽
明
の
贈
物
―
満
街
の
ひ
と
は
皆
な
聖
人
で
あ
る
―
」（
『
陽
明
学
』

二
〇
巻
、
二
〇
〇
八
）

（
11
）　

『
大
學
諺
解
』
所
引
『
知
新
日
録
』

（
11
）　

前
掲
武
田
『
林
羅
山
の
学
問
形
成
と
そ
の
特
質
―
古
典
注
釈
書
と
編
纂
事
業
―
』

（
11
）　

「
拒
邪
説
、
排
淫
辭
、
闢
隱
慝
之
妖
妄
、
碎
異
學
之
頭
脳
、
快
哉
」
（
示
石
川
丈
山
）

（
11
）　

「
過
明
論
」
に
つ
い
て
は
、
宇
野
茂
彦
『
林
羅
山
（
附
林
鵞
峯
）
』
（
明
徳
出
版
社
、

一
九
九
二
）
が
夙
に
着
目
し
て
い
る
。 

 

（
11
）　

「
丙
戌
季
秋
之
末
、
韃
人
入
延
平
、
而
福
京
亦
亂
敗
。
不
知
如
何
也
」
（
過
明
論
）   

（
11
）　

他
方
、
仏
教
側
か
ら
も
「
で
う
す
」
を
「
大
佛
」
と
捉
え
る
立
場
が
現
わ
れ
て
い
た
。

（
11
）　

日
本
人
の
林
羅
山
が
中
国
思
想
の
儒
教
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
抗
言
説
と
し

て
採
用
す
る
矛
盾
を
如
何
に
縫
合
し
た
の
か
、
そ
の
際
に
天
皇
や
神
道
を
如
何
に

位
置
づ
け
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。
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